
▲遠藤市長や松本、瀬尾副市長は不正
請求疑惑にどう対応するのか。
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Ｈ
八
年
衆
院
選
復
活
の
仙
谷
由
人
氏
。
三
木
武
夫
孫
・
三
木
立
氏
に「
徳
島
か
ら
は
次
の
選
挙
で
出
て
く
れ
」と
土
下
座
説
。
仙
谷
氏
は
三
木
立
の
東
京
七
区
で
の
民
主
公
認
と
比
例
重
複
を
鳩
山
代
表
に
依
頼
。
出
馬
し
た
三
木
立
は
比
例
重
複
が
認
め
ら
れ
ず
次
点
落
選
。
三
木
立
は
高
橋
永
衆
院
議
員
の
実
兄
。

川
崎
技
研
・
西
松
建
設
Ｊ
Ｖ
が
落
札
率
九
十
九
・
九
％
で
受
注
し
た
吉
野
川
市
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業
。
岩
盤
崩
落
で
工
期
が
三
か
月
遅
れ
、
工
事
費
も
増
額
。
約
一
億
六
千
万
円
の
増
額
分
は
市
と
Ｊ
Ｖ
が
折
半
。
市
民
か
ら
「
な
ぜ
増
額
分
が
折
半
な
の
か
」
と
疑
問
の
声
。

い
つ
ま
で
「
黒
塗
り
情
報
公
開
」
を
続

け
る
の
か
。徳
島
県
の
公
文
書
公
開
対
応
だ
。

あ
す
た
む
ら
ん
ど
の
指
定
管
理
業
務
に
関

す
る
公
文
書
公
開
を
求
め
た
が
、「
黒
塗
り

文
書
」
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
だ
。

　

問
題
は
本
来
公
開
す
べ
き
情
報
が
黒
塗
り
に
さ

れ
て
い
る
こ
と
だ
。
例
え
ば
、
指
定
管
理
業
務
の

組
織
図
。
指
定
管
理
者
に
選
ば
れ
た
㈱
ネ
オ
ビ
エ

ン
ト
を
頂
点
に
し
た
再
委
託
業
者
の
体
系
図
だ
。

　

開
示
さ
れ
た
の
は
頂
点
の
ネ
オ
ビ
エ
ン

ト
だ
け
。
下
に
連
な
る
再
委
託
業
者
は
企
業

名
さ
え
も
黒
塗
り
だ
。
工
事
現
場
で
下
請
け

業
者
名
を
開
示
す
る
公
共
工
事
と
比
べ
た

ら
、
情
報
公
開
度
は
ゼ
ロ
に
近
い
。

県
が
ネ
オ
ビ
エ
ン
ト
に
支
払
う
指
定
管
理
料

は
年
間
約
六
億
円
。
同
社
は
そ
れ
を
原
資
に
あ

す
た
む
ら
ん
ど
の
管
理
運
営
を
行
う
。

六
億
円
の
県
有
施
設
管
理
に
関
与
す

る
企
業
名
は
当
然
公
開
す
べ
き
だ
。

　

県
は
非
公
開
理
由
を
「
法
人
に
関
す

る
情
報
。
公
に
す
る
こ
と
で
利
益
を
害

す
る
恐
れ
が
あ
る
」
と
説
明
す
る
が
、

協
力
業
者
名
や
下
請
け
業
者
名
の
公
開

で
ど
ん
な
不
利
益
が
発
生
す
る
の
か
。

指
定
管
理
業
務
は
原
則
再
委
託
禁

止
だ
。
特
例
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。

「
指
定
管
理
者
に
そ
も
そ
も
業
務
遂

行
能
力
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
根

幹
に
関
わ
る
再
委
託
問
題
。
そ
の

実
態
は
県
民
に
開
示
す
べ
き
だ
。

　

大
阪
高
裁
は
一
月
末
、
財
務
省
文

書
の
非
開
示
決
定
を
取
り
消
し
た
が
、

行
政
に
よ
る
情
報
操
作
や
隠
蔽
の
チ
ェ
ッ
ク
な

ど
国
民
の
知
る
権
利
に
最
大
限
に
配
慮
し
た
公

文
書
公
開
制
度
の
運
用
を
行
う
べ
き
だ
。

　

ネ
オ
ビ
エ
ン
ト
は
そ
も
そ
も
「
ト
ン
ネ

ル
会
社
」
だ
っ
た
。
あ
す
た
む
ら
ん
ど
の

指
定
管
理
業
務
の
受
け
皿
会
社
と
し
て
、

県
観
光
協
会
Ｏ
Ｂ
と
県
当
局
が
タ
イ
ア
ッ

プ
し
て
平
成
十
七
年
に
設
立
さ
れ
た
。

　

設
立
メ
ン
バ
ー
は
県
観
光
協
会
Ｏ
Ｂ
の

中
川
氏
、
イ
ベ
ン
ト
会
社
・
モ
ウ
ブ
の
山

口
社
長
、
ネ
オ
ビ
エ
ン
ト
の
藍
原
会
長
。

ス
タ
ッ
フ
三
人
の
零
細
企
業
に
あ
す
た
む

ら
ん
ど
の
管
理
運
営
が
委
託
さ
れ
た
。

　

指
定
管
理
者
制
度
の
目
的
は
民
間
ノ
ウ

ハ
ウ
の
活
用
と
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
。
実
績
ゼ

ロ
の
新
興
企
業
へ
の
委
託
は
「
社
員
三
人

で
あ
す
た
む
ら
ん
ど
を
運
営
で
き
る
の
か
」

と
県
議
会
か
ら
も
批
判
を
招
い
た
。

　

当
初
か
ら「
ト
ン
ネ
ル
会
社
」「
ペ
ー
パ
ー

カ
ン
パ
ニ
ー
」
の
性
格
を
有
し
て
い
た
ネ

オ
ビ
エ
ン
ト
。
業
務
遂
行
能
力
が
問
わ
れ

る
不
祥
事
も
引
き
起
こ
し
て
い
た
。
観
光

協
会
と
共
同
運
営
す
る
渦
の
道
だ
。

ネ
オ
ビ
エ
ン
ト
が
や
っ
た
の
は
利
益
の

ご
ま
か
し
。
平
成
十
七
年
度
に
約
千
五
百

万
円
の
利
益
が
あ
っ
た
の
に
、
収
支
ト
ン

ト
ン
の
収
支
報
告
書
を
提
出
。
県
の
担
当

課
も
ノ
ー
チ
ェ
ッ
ク
。
黙
認
し
て
い
た
。

　

あ
す
た
む
ら
ん
ど
の
指
定
管
理
業
者
と

し
て
産
声
を
上
げ
た
ネ
オ
ビ
エ
ン
ト
は
、

現
在
ま
で
あ
す
た
む
ら
ん
ど
の
指
定
管
理

業
務
を
独
占
受
注
。
十
八
年
間
で
百
八
億

円
を
県
か
ら
受
け
取
っ
て
い
る
。

　

社
員
三
人
の
零
細
企
業
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
ネ

オ
ビ
エ
ン
ト
は
、
い
ま
や
社
員
百
人
を
超
え
る
イ

ベ
ン
ト
企
業
に
成
長
。「
ト
ン
ネ
ル
会
社
」や「
ペ
ー

パ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
」
の
域
は
脱
し
て
い
る
は
ず
だ
。

　

年
間
六
億
円
の
公
費
が
投
入
さ
れ
る
あ

す
た
む
ら
ん
ど
。
既
得
権
益
化
し
た
業
者

指
定
や
原
則
禁
止
の
業
務
再
委
託
の
見
直

し
等
を
進
め
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
管
理

運
営
コ
ス
ト
の
縮
減
に
取
り
組
む
べ
き
だ
。

　
「
調
定
の
内
容
が
正
し
い
か
ど
う

か
、
精
査
中
」、
庄
野
生
活
福
祉
第

一
課
長

Ｑ
．
会
計
検
査
院
の
検
査
で
は

全
国
の
自
治
体
で
生
活
保
護
費
の

戻
入
未
済
額
が
あ
る
と
の
こ
と
で

す
。
徳
島
市
は
ど
う
で
す
か
。

（
※
戻
入
未
済
額
‐
当
年
度
中
に
返

納
さ
れ
な
か
っ
た
額
）。

庄
野
課
長　

詳
細
に
つ
い
て
は
、

現
在
申
し
上
げ
る
こ
と
が
な
い
ん

で
す
け
ど
。

　

Ｑ
．
申
し
上
げ
る
こ
と
が
な
い

と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で

す
か
。

庄
野
課
長　

不
正
云
々
と
か
、

間
違
え
て
い
る
と
か
い
う
話
に
な

り
ま
し
た
ら
、
私
の
方
か
ら
は
ど

う
と
申
し
上
げ
る
こ
と
が
…
。

　

Ｑ
．
厚
労
省
に
対
し
て
、
返
納

金
は
あ
っ
た
ん
で
す
か
。

庄
野
課
長　

や
っ
て
い
る
も
の

は
あ
る
と
の
認
識
で
す
。

　

Ｑ
．
徳
島
市
は
返
納
金
の
調
定

を
や
っ
て
い
る
ん
で
す
か
。

庄
野
課
長　

挙
げ
て
い
る
こ
と

は
挙
げ
て
い
る
ん
で
す
が
。
そ
れ

が
正
し
い
か
ど
う
か
は
今
精
査
し

て
い
ま
す
。

　

Ｑ
．
徳
島
市
は
過
去
に
お
い
て

調
定
を
や
っ
た
こ
と
は
あ
る
ん
で

す
か
。

庄
野
課
長　

そ
の
あ
た
り
は
確

認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
調
定
の

内
容
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
、
い

ま
お
答
え
で
き
る
こ
と
は
な
い
ん

で
す
。
や
っ
て
い
る
も
の
と
認
識

し
て
お
り
ま
す
が
、
正
し
い
か
ど

う
か
は
い
ま
、
コ
メ
ン
ト
を
差

し
控
え
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

　

Ｑ
．
調
定
と
は
何
で
す
か
。

庄
野
課
長　

返
し
て
も
ら
う

べ
き
金
額
を
確
定
す
る
行
為
で
す
。

Ｑ
．
森
本
第
二
課
長
は
「
返
納

金
の
調
定
は
や
っ
て
い
な
い
。
厚

労
省
に
も
報
告
し
て
い
な
い
」
と

の
コ
メ
ン
ト
で
す
が
。

庄
野
課
長　

被
保
護
者
個
々
の

返
納
金
額
は
把
握
し
て
い
る
ん
で

す
が
、
作
業
が
煩
雑
で
返
納
総
額

が
集
計
で
き
て
い
な
い
ん
で
す
。

総
額
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
厚
労

省
に
報
告
で
き
て
い
な
い
ん
で

す
」。

　
「
調
定
さ
れ
て
い
な
い
返
納
金
は

年
間
一
千
万
円
ほ
ど
」、
森
本
生
活

福
祉
第
二
課
長

　

Ｑ
．
保
護
費
返
納
金
の
調
定
は

や
っ
て
い
る
ん
で
す
か
。

森
本
課
長　

死
亡
廃
止
に
か
か

る
返
納
金
に
つ
い

て
は
調
定
し
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
以

外
に
か
か
る
返
納

金
に
つ
い
て
は
調
定
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。

　

Ｑ
．
調
定
さ
れ
て
い
な
い
返
納

金
が
あ
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
そ

の
金
額
は
。

森
本
課
長　

金
額
は
適
切
に
把

握
さ
れ
て
い
な
い
現
状
が
あ
り
ま

す
が
、
あ
く
ま
で
概
算
で
年
間
一

千
万
円
ほ
ど
に
な
る
と
推
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

Ｑ
．
調
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
国
庫
負
担
金
を
不
正

に
請
求
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
か
。
い
つ
ご
ろ
か
ら
で
す
か
。

森
本
課
長　

そ
の
通
り
で
す
。

私
が
知
る
限
り
で
は
二
十
年
以
上

前
か
ら
で
す
。

　

Ｑ
．
生
活
福
祉
第
一
課
の
庄
野

課
長
は
、「
調
定
は
や
っ
て
い
る
」

と
の
コ
メ
ン
ト
で
す
。
な
ぜ
同
じ

生
活
福
祉
の
課
長
で
回
答
が
相
反

す
る
の
で
す
か
。

森
本
課
長　

返
納
金
が
適
切
に

把
握
さ
れ
て
お
ら
ず
、
調
定
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
は
、
第
一
課
と
第

二
課
の
両
課
長
に
は
管
理
係
長
か

ら
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
課

長
も
ご
存
じ
の
は
ず
で
す
が
、
な

ぜ
そ
の
よ
う
な
回
答
を
し
た
の
か

は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
．
国
庫
負
担
金
の
不
正
請
求

問
題
へ
の
対
応
は
。

森
本
課
長　

こ
の
問
題
を
早
急

に
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

を
、
直
接
市
長
に
上
申

し
て
お
り
ま
す
。
都
築

政
務
監
も
歴
代
の
生
活

福
祉
第
一
課
長
と
同
様

に
以
前
か
ら
こ
の
問
題

を
知
っ
て
い
ま
す
し
、

私
か
ら
早
急
に
改
善

す
べ
き
問
題
で
あ
る

こ
と
も
説
明
し
て
お

り
ま
す
。

　

不
正
請
求
問
題
に
「
ノ
ー
コ
メ
ン

ト
」、
都
築
政
務
監

年
隠
蔽
し
て
き
た
生
活
保
護
国

庫
負
担
金
の
不
正
請
求

が
露
呈
し
た
徳
島
市
。
過
去

か
ら
の
不
正
請
求
を
認
め
た

生
活
福
祉
第
二
課
の
森
本
課

長
は
、
遠
藤
市
長
に
問
題
の

改
善
を
上
申
し
た
と
い
う
。

　

森
本
課
長
の
上
申
後
、
市

長
の
指
示
を
受
け
た
の
か
、

都
築
政
務
監
が
佐
藤
福
祉
事

務
所
長
、
庄
野
生
活
福
祉
第

一
課
長
、
森
本
生
活
福
祉
第

二
課
長
ら
を
集
め
て
対
応
を

協
議
し
て
い
る
と
い
う
。

　

都
築
政
務
監
は
「
負
担
金
の

不
正
請
求
は
あ
っ
た
の
か
」「
返

納
金
の
調
定
は
や
っ
て
い
る
の

か
」
と
の
本
紙
取
材
に
対
し
、「
内

部
の
こ
と
な
の
で
、す
べ
て
ノ
ー

コ
メ
ン
ト
だ
」
と
の
対
応
だ
。

　

議
会
事
務
局
長
で
徳
島
市
を

退
職
後
、
再
任
用
さ
れ
生
活
保

護
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
に
従
事

し
て
い
た
都
築
政
務
監
。
調
定

さ
れ
て
い
な
い
返
納
金
問
題
な

ど
国
庫
負
担
金
不
正
請
求
の
問

題
点
は
熟
知
し
て
い
る
は
ず
だ
。

　

公
務
員
は
刑
事

訴
訟
法
で
不
正
告

発
義
務
が
課
さ
れ

て
い
る
。
約
二
十
五
年
前

か
ら
続
く
国
庫
交
付
金
の

不
正
請
求
疑
惑
に
対
し
、

い
つ
ま
で
「
ノ
ー
コ
メ
ン

ト
」
と
ダ
ン
マ
リ
を
続
け

る
の
か
。

「
約
七
年
前
か
ら
国
庫

負
担
金
の
不
正
請
求
を

指
摘
し
て
い
る
が
、
対

応
は
先
送
り
さ
れ
て
き

た
」
と
語
る
森
本
課
長
。

ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
の
実
務

経
験
が
あ
る
都
築
政
務
監
が
ど
ん
な

対
策
を
打
ち
出
す
の
か
。

　

マ
ン
パ
ワ
ー
不
足
、
メ
ド
が
立
た
な

い
標
準
化
シ
ス
テ
ム
導
入
、
八
方
塞
が

り
の
生
活
保
護
行
政

ぜ
徳
島
市
の
生
活
保
護
行
政
で

返
納
金
の
調
定
作
業
が
疎
か
に

さ
れ
て
き
た
の
か
。
背
景
に
あ
る
の

が
マ
ン
パ
ワ
ー
不
足
だ
。
個
々
の
返

納
金
は
確
認
し
て
い
る
が
、
全
体
の

集
計
が
で
き
て
い
な
い
。

　

集
計
作
業
は
簡
単
に
言
え
ば
、
足

し
算
だ
。
煩
雑
な
事
務
が
あ
る
の
か

も
知
れ
な
い
が
、
専
門
の
ス
タ
ッ
フ

を
配
置
し
て
確
定
し
て
い
る
個
々
の

保
護
対
象
者
の
返
納
金
を
集
計

さ
せ
れ
ば
い
い
だ
け
の
話
だ
。

　

生
活
福
祉
の
第
一
課
、
第
二

課
な
ど
生
活
保
護
行
政
の
現
場

で
は
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が
十
二

人
、
係
長
が
二
人
、
法
律
で
決

め
ら
れ
た
定
員
を
下
回
っ
て
い

る
。
慢
性
的
な
マ
ン
パ
ワ
ー
不

足
に
陥
っ
て
い
る
。

　

保
護
対
象
者
へ
の
対
応
な
ど

ル
ー
テ
ィ
ー
ン
ワ
ー
ク
に
忙
殺

さ
れ
て
、
返
納
金
の
集
計
な
ど

の
事
務
仕
事
が
後
回
し
に
さ
れ

て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

放
置
し
て
い
い
も
の
で
は
な
い
。

　

事
務
作
業
を
簡
素
化
す
る
生

活
保
護
の
標
準
化
シ
ス
テ
ム
導

入
も
先
行
き
不
透
明
だ
。
国
は

令
和
七
年
度
中
の
導
入
を
求
め

て
い
る
が
、
徳
島
市
は
仕
事
を

委
託
す
る
Ｉ
Ｔ
ベ
ン
ダ
ー
探
し

が
難
航
し
て
い
る
。

　
「
シ
ス
テ
ム
を
扱
う
Ｉ

Ｔ
ベ
ン
ダ
ー
は
複
数
あ

り
ま
す
が
、
既
存
顧
客

の
対
応
で
手
一
杯
で
見

積
さ
え
辞
退
さ
れ
る
状

況
で
す
。
国
に
事
情
を

説
明
し
て
令
和
十
二
年

度
ま
で
猶
予
を
も
ら
い
ま
し

た
」（
担
当
者
）。

　

徳
島
市
の
現
行
の
生
活
保

護
シ
ス
テ
ム
は
、
Ｉ
Ｔ
ベ
ン

ダ
ー
に
委
託
せ
ず
、
市
職
員

が
開
発
し
た
独
自
シ
ス
テ
ム
。

そ
の
独
自
性
が
現
在
仇
と

な
っ
て
標
準
化
シ
ス
テ
ム
導

入
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
。

　

マ
ン
パ
ワ
ー
も
足
り
な

い
、
標
準
化
シ
ス
テ
ム
の
導

入
も
メ
ド
が
立
た
な
い
と
八

方
塞
が
り
に
陥
っ
て
い
る
徳

島
市
の
生
活
保
護
行
政
。「
放

置
さ
れ
た
返
納
金
」
問
題
に

ど
ん
な
対
策
を
打
ち
出
す
の

だ
ろ
う
か
。

　

市
長
選
で
「
公
平
・
公
正

な
徳
島
市
へ
の
変
革
」
を
公

約
し
た
遠
藤
市
長
。
課
長
か

ら
上
申
さ
れ
た
生
活
保
護
国

庫
負
担
金
の
不
正
請
求
問
題

を
抜
本
的
に
改
革
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
。
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大
阪
・
堂
山
町
の
夜
の
ラ

ウ
ン
ジ
で
出
会
っ
た
浪
速

美
女
。
勝
気
な
ま
な
ざ
し
、

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
装
い

が
人
目
を
惹
く
。

　

話
を
聞
く
と
、
年
齢
は

二
十
三
歳
。
英
語
の
専
門
学

校
在
学
中
の
才
媛
だ
。「
大

学
に
通
い
な
が
ら
、
ア
ル
バ

イ
ト
し
て
い
ま
す
」。

　

お
し
ゃ
べ
り
す
る
と
、
四

月
か
ら
始
ま
る
大
阪
万
博
な

ど
話
題
も
豊
富
。「
こ
の
仕

事
は
い
ろ
ん
な
方
に
出
会
え

て
刺
激
に
な
り
ま
す
」。
気

さ
く
な
笑
顔
に
心
が
和
む
。

　
「
記
念
オ
ケ
」
の
悪
夢
が
蘇
る
の

か
。
県
が
藍
場
浜
公
園
で
進
め
る
県

立
ホ
ー
ル
。
管
理
運
営
業
者
の
本
命

候
補
は
（
公
財
）
徳
島
県
文
化
振
興

財
団
。記
念
オ
ケ
疑
惑
の
温
床
と
な
っ

た
い
わ
く
つ
き
の
公
益
法
人
だ
。

　

記
念
オ
ケ
事
業
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク

音
楽
が
趣
味
の
飯
泉
元
知
事
が
県

独
自
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
創
設
。
贔

屓
の
川
岸
美
奈
子
社
長
に
演
奏
会

を
仕
切
ら
せ
た
。
川
岸
社
長
が
脱
税

事
件
を
起
こ
し
、
大
恥
を
か
い
た
。

　

川
岸
氏
は
東
京
で
音
楽
プ
ロ
ダ

ク
シ
ョ
ン
「
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
セ
シ

リ
ア
」
を
経
営
。
飯
泉
元
知
事
の
威

光
で
演
奏
会
運
営
に
参
入
。
三
年
間

で
約
一
億
三
千
万
円
の
所
得
を
隠

し
約
三
千
万
円
を
脱
税
し
た
。

「
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
」
は
東
京
渋
谷
の
川
岸
氏

の
自
宅
マ
ン
シ
ョ
ン
が
本
店
。
社
員
ゼ
ロ
の
零

細
企
業
が
な
ぜ
マ
ル
サ

の
標
的
に
な
っ
た
の
か
。

飯
泉
元
知
事
肝
煎
り
の
記

念
オ
ケ
事
業
で
ぼ
ろ
儲
け

し
た
か
ら
だ
。

　

飯
泉
元
知
事
は
埼
玉
県

財
政
課
長
時
代
に
作
曲
歌

の
諸
井
誠
氏
の
紹
介
で
川
岸

氏
と
知
り
合
っ
た
。
平
成

十
九
年
国
文
祭
に
川
岸
氏

の
協
力
で
東
京
交
響
楽
団

を
招
致
。
平
成
二
十
三
年

記
念
オ
ケ
を
創
設
し
た
。

　

記
念
オ
ケ
事
業
に
は

年
間
一
億
円
を
超
え
る
県
費
や
国
の
補

助
金
が
投
入
さ
れ
た
。
演
奏
会
の
運
営

は
県
か
ら
委
託
さ
れ
た
文
化
振
興
財
団

が
徳
島
市
の
イ
ベ
ン
ト
会
社
モ
ウ
ブ
に

随
意
契
約
で
発
注
し
た
。

　

モ
ウ
ブ
の
下
請
け
に
参
入
し
た
の
が

「
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
」。
業
務
で
は
モ
ウ
ブ
が

舞
台
設
営
や
音
響
等
を
担
当
。「
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
」
が
演
奏
家
の
選
定
や
選
曲
、
連
絡

調
整
等
を
担
当
。
役
割
分
担
し
た
。

　

演
奏
会
の
事
業
費
は
モ
ウ
ブ
が
文
化
振
興

財
団
に
見
積
書
を
提
出
し
た
が
、
演
奏
家
の

報
酬
や
旅
費
等
は
川
岸
氏
が
算
定
し
て
い

た
。
モ
ウ
ブ
の
見
積
書
に
は
川
岸
氏
の
報
酬

に
該
当
す
る
項
目
が
な
か
っ
た
。

　

川
岸
氏
の
隠
れ
蓑
に
な
っ
た
モ
ウ
ブ
も
記

念
オ
ケ
で
甘
い
汁
を
吸
っ
た
。
演
奏
会
を
モ

ウ
ブ
に
委
託
し
た
美
波
町
担
当
者
は
「
県
の

方
か
ら
『
モ
ウ
ブ
を
使
っ
た
方
が
い
い
』
と

助
言
さ
れ
た
」
と
証
言
し
た
。

記
念
オ
ケ
を
仕
切
っ
た
川
岸
氏
は
県
職
員
の

反
発
を
招
い
た
。
メ
デ
ィ
ア
に
告
発
文
が
配

布
さ
れ
た
。「
課
長
が
川
岸
氏
言
い
値
の
見
積

を
値
切
ろ
う
と
す
る
と
知
事
に
携
帯
で
報
告

さ
れ
叱
り
つ
け
ら
れ
た
」。

　

マ
ル
サ
の
標
的
に
さ
れ
た
川
岸
氏
は
東
京

地
検
に
告
発
さ
れ
脱
税
事
件
が
弾
け
た
。
東

京
地
裁
は
平
成
三
十
年
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に

罰
金
七
百
万
円
、
川
岸
社
長
に
懲
役
十
か
月

の
執
行
猶
予
付
判
決
を
出
し
た
。

飯
泉
元
知
事
が
文
化
立
県
徳
島
推
進
会
議

と
い
う
任
意
団
体
を
使
っ
て
金
と
仕
事
を
工

面
し
、
川
岸
氏
が
下
請
け
企
業
と
し
て
暴
利

を
貪
っ
た
記
念
オ
ケ
疑
惑
。
川
岸
氏
の
面
倒

を
見
た
の
が
文
化
振
興
財
団
だ
っ
た
。

　

会
社
設
立
か
ら
四
半
世
紀
も
無
申
告

だ
っ
た
脱
税
企
業
と
女
性
社
長
を
重
用

し
、
せ
っ
せ
と
仕
事
と
公
金
を
流
し
続
け

た
財
団
は
平
成
二
十
八
年
、
東
京
国
税
局

査
察
部
の
強
制
調
査
を
受
け
た
。

　

県
民
か
ら
疑
惑
の
目
を
向
け
ら
れ
、
公
益

法
人
と
し
て
の
信
用
が
失
墜
し
た
財
団
だ

が
、
メ
デ
ィ
ア
の
追
及
は
生
温
か
っ
た
。
財

団
の
理
事
に
は
徳
島
新
聞
、
四
国
放
送
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
幹
部
職
員
が
就
任
し
て
い
た
。

　

脱
税
企
業
に
湯
水
の
ご
と
く
公
金
を
流

し
、
公
益
法
人
と
し
て
の
面
目
を
失
っ
た

財
団
。
記
念
オ
ケ
疑
惑
の
当
事
者
と
し
て

病
巣
を
総
括
す
べ
き
だ
が
、
県
民
へ
の
説

明
責
任
は
い
ま
だ
果
た
し
て
い
な
い
。

　

新
し
い
県
立
ホ
ー
ル
を
運
営
す
る
指
定

管
理
者
と
し
て
名
前
が
浮
上
す
る
財
団
。

顔
ぶ
れ
は
変
わ
っ
て
い
る
が
、
県
Ｏ
Ｂ
や

メ
デ
ィ
ア
幹
部
の
存
在
な
ど
役
員
構
成
は

旧
態
依
然
の
ま
ま
だ
。

　

新
ホ
ー
ル
の
指
定
管
理
者
に
名
乗
り
を
上

げ
る
の
は
結
構
だ
が
、
や
る
べ
き
な
の
は
記

念
オ
ケ
疑
惑
の
禊
だ
。
贖
罪
が
済
ん
で
い
な

い
「
汚
れ
財
団
」
は
、
新
ホ
ー
ル
の
指
定
管

理
者
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

　

徳
島
市
に
よ
る
生
活
保
護
・
国
庫
負
担
金
の
不
正
請
求
疑
惑
。
生
活

福
祉
第
一
課
の
庄
野
課
長
と
第
二
課
の
森
本
課
長
に
実
態
を
聞
い
た
。

国
庫
負
担
金
の
不
正
請
求
を
認
め
た
森
本
課
長
に
対
し
、
庄
野
課
長
は

当
初
「
返
納
金
は
調
定
し
て
い
る
」
と
答
え
た
が
、
森
本
課
長
の
コ
メ

ン
ト
を
受
け
、答
弁
内
容
を
変
更
。
返
納
金
調
定
の
不
備
な
ど
を
認
め
た
。

▲贔屓の女社長が脱税事件を起
こし、大恥かいた飯泉元知事

　

徳
島
市
で
生
活
保
護
の
国
庫
負
担
金
不
正
請
求
疑
惑
だ
。
生
活
保
護
対
象
者
か

ら
返
し
て
も
ら
う
「
返
納
金
」
を
長
年
厚
労
省
に
報
告
せ
ず
、
隠
密
裏
に
取
り
込

ん
で
い
た
。
推
計
総
額
は
二
十
五
年
間
で
二
億
五
千
万
円
だ
。
調
定
事
務
の
怠
慢
、

杜
撰
な
債
権
管
理
、
意
図
的
な
隠
蔽
な
ど
数
々
の
問
題
点
が
噴
出
し
て
い
る
。
徳

島
市
に
眠
る
生
活
保
護
埋
蔵
金
。
積
年
の
膿
を
出
し
切
り
、
タ
ブ
ー
化
さ
れ
た
「
返

納
金
」
清
算
問
題
を
リ
セ
ッ
ト
す
べ
き
だ
。

▲▲徳島県から毎年６億円もらう徳島県から毎年６億円もらう
ネオビエントの藍原会長。ネオビエントの藍原会長。

　

約
四
千
七
百
戸
に
年
間

百
四
億
円
、
徳
島
市
の
生

活
保
護
費活

保
護
は
生
活
に
困

窮
す
る
国
民
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
制
度
。
生
活

扶
助
、
医
療
扶
助
、
介
護

扶
助
等
の
名
目
で
生
活
保

護
費
が
支
給
さ
れ
る
。
金

額
は
生
活
状
況
や
収
入
等

で
決
ま
る
。
支
給
日
は
毎

月
五
日
。

　

徳
島
市
の
生
活
保
護
対

象
世
帯
は
約
四
千
七
百
戸
。

令
和
五
年
度
の
実
績
で
は
、

支
給
さ
れ
た
生
活
保
護
費

の
総
額
は
百
四
億
五
千
五

百
万
円
。
一
世
帯
平
均
で

約
二
二
二
万
円
が
一
年
間

に
支
給
さ
れ
て
い
る
。

　

生
活
保
護
費
の
財
源
の

四
分
の
三
は
国
庫
負
担
金

だ
。
厚
労
省
か
ら
支
給
さ

れ
る
。
残
り
は
県
や
徳
島

市
が
負
担
す
る
。
令
和
五

年
度
に
徳
島
市
が
も

ら
っ
た
国
庫
負
担
金

は
七
十
七
億
七
千
八

百
万
円
だ
。

「
返
納
金
を
取
り
込

ん
で
い
る
」、
浮
上
し

た
国
庫
負
担
金
不
正

請
求
疑
惑正

請
求
疑
惑

が
浮
上
す
る

の
は
、
こ
の
生
活
保

護
費
の
国
庫
負
担
金
。

不
正
請
求
額
は
推
計
で
一

年
間
に
約
一
千
万
円
。
少

な
く
と
も
二
十
五
年
前
か

ら
と
見
ら
れ
、
不
正
請
求

総
額
は
二
億
円
以
上
だ
。

　

手
口
は
、
生
活
保
護
対

象
者
へ
の
過
払
い
等
で
発

生
し
た
「
返
納
金
」
を
厚

労
省
に
報
告
せ
ず
、
徳
島

市
が
取
り
込
ん
で
い
る
と

い
う
こ
と
だ
。
国
庫
負
担

金
の
「
取
り
込
み
詐
欺
」

と
も
言
う
べ
き
も
の
だ
。

　

生
活
保
護
費
の
不
正
受
給

や
過
払
い
が
あ
っ
た
場
合
、

自
治
体
は
「
徴
収
金
」「
返

還
金
」「
返
納
金
」
の
三
つ

の
名
目
で
保
護
対
象
者
か
ら

生
活
保
護
費
を
返
し
て
も
ら

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
徴
収
金
」
は
不
正
な
手

段
で
生
活
保
護
を
受
け
た

場
合
に
返
す
金
、「
返
還
金
」

は
生
活
保
護
が
認
定
さ
れ
た

後
に
生
命
保
険
の
存
在
な
ど

資
力
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
場
合
に
返
す
金
だ
。

　
「
返
納
金
」
は
生
活
保
護

認
定
後
に
収
入
が
増
え
た

り
、
入
退
院
等
で
基
準
額

を
変
更
し
た
り
、
自
立
し

た
場
合
に
返
す
金
だ
。
徳

島
市
が
厚
労
省
に
報
告
せ

ず
取
り
込
ん
で
い
る
の
は

こ
の
「
返
納
金
」
だ
。

　

厚
労
省
に
減
額
措
置
さ

れ
て
い
な
い
「
返
納
金
」

活
保
護
の
国
庫
負
担

金
は
毎
年
四
月
に
厚

労
省
か
ら
概
算
払
い
さ
れ

る
。
年
度
末
の
三
月
末
で

保
護
費
を
精
算
し
、
保
護

対
象
者
へ
の
過
払
い
が
あ

れ
ば
そ
の
分
を
減
額
調
整

し
て
最
終
的
に
負
担
金
を

確
定
す
る
。

　

例
え
ば
、
保
護
対
象
者

に
十
万
円
の
過
払
い
が
判

明
し
た
場
合
、
そ
の
十
万

円
は
す
で
に
厚
労
省
か
ら

負
担
金
と
し
て
も
ら
っ
て

い
る
の
で
、「
十
万
円
は
不

要
で
し
た
」
と
厚
労
省
に

返
す
と
い
う
こ
と
だ
。

　

問
題
は
新
年
度
に
な
っ

て
前
年
度
の
過
払
い
が
判

明
し
た
場
合
。
自
治
体
は

「
調
定
」
と
呼
ば
れ
る
作
業

を
行
い
、
保
護
対
象
者
か

ら
回
収
す
る「
返
納
金
」（
債

権
）
を
確
定
し
、
厚
労
省

に
報
告
す
る
。

　

厚
労
省
に
報
告
し
た
自

治
体
は
、
次
年
度
に
厚
労

省
か
ら
も
ら
う
予
定
の
負

担
金
か
ら
「
返
納
金
」
を

減
額
し
て
、
前
年
度
の
負

担
金
も
ら
い
過
ぎ
問
題
を

調
整
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。

　

例
え
ば
、「
返
納
金
」
の

発
生
で
令
和
六
年
度
に

厚
労
省
か
ら
十
万
円
の

負
担
金
も
ら
い
過
ぎ
が

判
明
し
た
場
合
、
七
年

度
の
負
担
金
を
十
万
円

減
額
し
て
プ
ラ
ス

マ
イ
ナ
ス
を
ゼ
ロ

に
す
る
と
い
う
こ

と
だ
。

　

集
計
さ
れ
て
い

な
い
「
返
納
金
」
総

額
、
指
摘
さ
れ
る
杜

撰
な
債
権
管
理

島
市
は
長

年
、「
返
納

金
」
の
存
在
を
厚

労
省
に
報
告
せ
ず
、

ひ
た
隠
し
に
し
て

き
た
。
負
担
金
の

減
額
措
置
を
行
わ

ず
、
本
来
厚
労
省

に
返
還
す
べ
き
負
担
金

の
一
部
を
不
正
に
取
り

込
ん
で
い
た
。

　

会
計
検
査
院
の
令
和

四
年
検
査
に
よ
る
と
、

生
活
保
護
国
庫
負
担
金

の
過
大
算
定
が
全
国
四

十
七
自
治
体
で
行
わ
れ

て
い
た
。
事
務
的
ミ
ス

が
主
な
原
因
だ
が
、
約

一
億
六
千
万
円
の
負
担

金
が
過
大
に
交
付
さ
れ

て
い
た
。

　

同
じ
よ
う
な
負
担
金

の
過
大
算
定
、
過
大
交

付
が
徳
島
市
で
も
行
わ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ

が
、
徳
島
市
の
場
合
は
悪

質
だ
。
厚
労
省
に
対
し
て
、

「
返
納
金
」
の
存
在
を
長
年

意
図
的
に
隠
蔽

し
て
い
た
。

　

最
大
の
問
題

は
「
返
納
金
」

の
調
定
作
業
を

行
っ
て
い
な
い

こ
と
だ
。
年
度

を
ま
た
い
で

判
明
し
た
「
返
納
金
」
は

調
定
作
業
を
行
い
厚
労
省

に
報
告
す
る
必
要
が
あ
る

が
、
徳
島
市
は
行
っ
て
い

な
か
っ
た
。

　
「
被
保
護
者
個
々
の

返
納
金
額
は
把
握
し
て

い
る
が
、
作
業
が
煩
雑

で
返
納
総
額
が
集
計
で

き
て
い
な
い
。
総
額
が

わ
か
ら
な
い
か
ら
、
厚

労
省
に
報
告
で
き
て
い

な
い
」（
庄
野
生
活
福

祉
第
一
課
長
）。

　
「
返
納
金
」
は
保
護

対
象
者
が
徳
島
市
に
返

す
金
。
保
護
対
象
者
に

対
し
て
徳
島
市
が
有
す

る
「
債
権
」
だ
。「
返

納
金
」
総
額
が
わ
か
ら

な
い
と
い
う
こ
と
は
、

「
債
権
」
管
理
が
で
き

て
い
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。

　
「
債
権
」
管
理
が
で

き
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
徳
島
市
に
ど
れ

だ
け
損
害
が
発
生
し
て

い
る
か
が
わ
か
ら
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。
住
民

訴
訟
が
提
起
さ
れ
た

ら
、
歴
代
管
理
職
の
責

任
が
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　

調
定
を
怠
っ
て
い
る

た
め
総
額
が
わ
か
ら

ず
、
厚
労
省
に
も
報
告

さ
れ
て
い
な
い
生
活
保

護
「
返
納
金
」。
推
定

総
額
は
二
十
五
年
間
で
総

額
二
億
五
千
万
円
。
徳
島

市
が
秘
匿
し
て
い
る
生
活

保
護
埋
蔵
金
だ
。


